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～オーストラリアの経験とイギリスの方向性～
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親子断絶防止法（案）
↓
・・・
↓

共同親権制導入

単独親権＝＞面会交流が制限される

共同親権＝＞面会交流が促進される

＝＞子の健全な生育

共同親権=面会交流=子の健全な成育（生育）
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離婚後の子の健全な成育（生育）

＊離婚後も父母が継続して子の養育

にかかわることが子の健全な成育

（生育）の実現につながる。

＝＞子の最善の利益を実現できる

＊（共同）親権（制）の内容は？

＊オーストラリアの法改正の背景は？
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欧米の離婚後の子の養育法制

・離婚後に日本の親権と同様の権利義務を

父母が共有し共同で行使している国は？

・親権 ⇒ 監護 ⇒       親責任
（Parental Authority） （Custody） （Parental Responsibility）

＊共同監護（Joint Custody）

＊分担親責任（Shared Parental Responsibility）

＊養育（Parenting）
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親権（Parental Authority）

・・・アメリカ合衆国ルイジアナ州法のように、日本の「親権
（parental authority）」と近い概念が存在しているところもあ
るが、父母の婚姻中は父母による「親権（parental 
authority）」行使を原則としながら（ルイジアナ民法221条）
、父母の別居や離婚により父母の「親権（parental 
authority）」は終了すると定めるところも存在する（ルイジア
ナ民法235条）。・・・日本の裁判実務や戸籍実務では、「共
同親権制」を採用しているとして扱われる・・・日本の民法
819条と同様の規定があるか否かを確認・検討し、二者択
一的に別居・離婚時に単独親権か共同親権のいずれかし
か認めない日本の裁判実務、戸籍実務の現状には重大な
問題がある…（戸籍第983号・15頁）
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ハーグ条約関連資料
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オーストラリアの経験

1975年連邦家族法（Family Law Reform Act 1975）

1995年改正法（Family Law Reform Act 1995）

＊連邦家族法の第7章「子」

（第60条B第1項〔s 60B(1)〕以下）改正

後見、監護、面会交流などに関する考え方の転換

＊具体的には 監護（custody）や、面会交流（access）

の用語が削除された。前者の用語は、父母の別居

後、子に関する権限と責任について双方の親に帰

属することを前提とする親責任

（parental responsibility）という用語に変更
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2006年改正（共同親責任）法
（Family Law Amendment (Shared Parental Responsibility) Act 2006）

養育分担の規定や「フレンドリー・ペアレント

（friendly parent）」条項

＊子が暴力や虐待から保護される必要がない

限りは、父母がそれぞれ子の生活に関わりを

持つことの重要性を強調

*その結果、子と別居親との面会交流を含めた

関与を改正法と裁判所が積極的に促進
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2011年（家族内暴力考慮）改正家族法
（Family Law Legislation Amendment (Family Violence and Other Measures) Act 2011）

2006年改正法により導入された養育分担の規定が、
離婚後も両親による均等な養育時間を確保すべきこと
が求められているかのような誤解を与え、その結果、
父母が自身の権利・利益のみを追求し、子の最善の
利益が蔑ろにされる結果を招き、さらに、「フレンドリー
・ペアレント」条項の存在（2011年改正により廃止）によ
り、同居親によるファミリー・バイオレンスや児童虐待
の主張が抑制されたことから、子が暴力的な親との交
流を半ば強制され、暴力リスクにさらされ続ける可能
性を増大させたとされ、これらに対する批判・反省を踏
まえて行われたものである。
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更に、2019年4月、オーストラリア法改正委員会
（the Australian Law Reform Commission）は、「

将来に向けての家族法（家族法制度の調査）」（
「Family Law for the Future: An Inquiry into the 
Family Law System（Final Report・580頁）」）と題

する最終レポートを公表し、子の最善の利益の
内容として、虐待やネグレクト、家族暴力から子
を保護することが最も重要な事項であることが
一層強調され・・・勧告が示されており、今後の
動向がさらに注目される。（戸籍第983号・25～26
頁）
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欧米の離別後の子の養育の実状

• 離婚後に父母が均等に子の養育？

イギリスの全国的なサンプル調査結果（2011年）
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離婚後の子の健全な成育（生育）実現

・欧米諸国：「共同親権」制ではなくて、「共同監護」制

・（共同）監護⇒親責任（分担）⇒ケアー（世話）

パレンティング（養育）

・「共同監護」制：「同居親」と「別居親」としての監護

★日本の制度と基本的には大きな違いはない

★離婚後の子の養育の実態も大きな違いはない
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欧米諸国の経験：オーストラリア

• 子と会う機会のない（少ない）別居親の要望

↓
養育分担（Shared Parenting）の要求

２００６年家族法改正（共同監護者の責任）法
（The Family Amendment（Shared Parental Responsibility）Act 2006）

子どもの養育時間の均等な配分
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養育分担の実状

• 全体：大きな変化なし

葛藤のある事例
• 養育分担の顕著な増加

• 裁判で子の養育を争う父母が増加

• 様々な対立（DV・児童虐待・・・）

19



問題の顕在化

• 同居親である母親がDV・児童虐待等の
問題開示に抑制的

• 養育費・財産分与を交渉取引材料に

• 子どもの養育問題の合意解決が困難に

協調・協力 ⇒ 紛争性の拡大
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２０１１年改正法

• DVの定義の拡大

• DV・児童虐待の告知義務

• 子の安全を最優先

親の権利性を軽減･抑制
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諸外国（共同監護・親責任分担）

• 離婚原因から有責性を(完全に）払拭

（法定別居制度の導入）

• 離婚慰謝料の概念を否定

• 子どもの養育費の支払い

（履行確保制度）

↓
親の権利性の軽減・払拭の方向へ
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英国司法省の勧告の
意味するものは

（１） 裁判所の安全確保機能の調査

・ 離婚後に子と父母との関わりの継続を推奨する制度に

おけるDVや虐待事案を例外として除外する仕組み

・2014年児童法改正：

「離婚後も父母が子の生活に関与することで子が危害を

受けるまたは受ける危険性があることを示す証拠がない

限り、親子の関わりを継続することが子の福祉を促進す

る」という推定規定を明記
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・裁判所で、ドメスティック・アビューズ（以下「DA」という。）

の疑いがある場合には、共同養育の方針を転換し、カ

フカス（Children and Family Court Advisory and Support 

Service〔子の養育や家族の問題に関する裁判について

の支援や助言を行う機関〕）等の外部専門機関の支援

を受けつつDAの実態を調査し、安全を確保するよう実

務指針が整備

・子の養育に関する裁判では約半数にDAの疑いのある

事例が含まれていることが明らかとなり、司法省が委員

会を設置して調査を開始
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（２） 子や同居親の受ける危害

・日本よりもはるかに整備されたDA対策がある

英国において、子の養育をめぐる裁判で、子

や同居親の生命身体に危害が生じるリスクを

回避できていない

・離婚後の子の養育に関して、子と父母のかか

わりの継続を推奨する制度の下では、子や同

居親の安全の確保が困難
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（３）安全が確保できない理由

・PAS（Parental Alienation Syndrome〔片親疎外症候群〕

やPA（Parental Alienation〔片親疎外〕）の問題点

・フレンドリーペアレント条項の危険性
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（４） 勧告内容
① 子の養育に関する手続を「根本的に改める」こと

・子と父母との面会等のかかわりを優先する考え方の転換

・当事者主義的裁判手続きの見直し

・当事者支援体制の更なる整備

・縦割りを改善し、関連機関との連携強化

② 安全に懸念のある事件の処理に向けた実務マニュアル

の整備

③ 子と父母のかかわりに関する推定規定の見直し

・離婚後の子と父母との関わりの継続が子の健全な成育

につながるという推定規定の根本的見直し
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④養育に関する裁判の進め方の改正

⑤子の意見の尊重

⑥DA等の被害者の安全確保とトラウマに配慮した裁判手

続の整備

⑦家庭裁判所と他の関連機関との連携の強化

⑧子の養育に関連する支援体制等の更なる整備

⑨DA加害者プログラムの見直し

⑩その他
＊詳しくは、長谷川京子「先進諸国は子どもと家族への安全危害から『離婚
後共同』を見直し始めている」戸籍995号（2021年4月）11頁以下参照。
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日本の問題として
• 共同親権

（Joint （?） Parental Authority）

• 離婚手続き

• 有責主義的離婚原因

• 離婚慰謝料

• 子の養育費

• その他・・・・
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• 子どもの養育分担の抱える問題の解消に向けて

国際的共同研究グループを組織
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子の最善の利益とは？

ご清聴ありがとう
ございました。
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日本との違いは？

・日本と同様の親権、特に、離婚後に親権を共有し共同で行使

するというところは存在していない。

・日本と同様の親権という点からとらえた場合に、共同親権制を

採用するところは存在しない。

・「親責任（parental responsibility）」は、別居や離婚後も当然継

続する法律上の親子関係から派生する、別居や離婚後の父

母による子どもの共同養育の理念を示す概念。

・この点については、日本においても、父母が離婚したからとい

って、法律上の親子関係が消滅するわけではないというのと

類似するものである。

★離別後の子の養育法制の基礎は欧米諸国と日本で大きな

違いはない。
37



DV被害を重視した各国の法改正の動向

（１）アメリカ合衆国
２０１７年７月２４日、連邦議会（下院）において、子との面会交流や監護を検
討する際には、（子の）安全を最優先する必要があり、家族間暴力（ファミリ
ーバイオレンス）が主張されてい場合の子の監護に関する州の裁判所の審
理について改善を勧告する決議がなされた。

（２）カナダ
２０２１年３月に、離婚法が改正され、フレンドリーペアレントの考え方に基づ
く規定を見直し、子の安全と健全な成育（生育）が確保できることを条件に、
父母と子との関係の継続について考慮するという考え方に変更さ れた。

（注）フレンドリーペアレント（FP）

離婚後も、父母と子との関係の継続に肯定的で、別居親と子との面会交流を積極的に進めるよう努める親 が「フレンドリー」な「
ペアレント」で、同居親として子の養育を担うにふさわしいという考え方。
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